
○
内
閣
府
令
第
六
十
六
号

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
、
第
六
条
第
四
項
第
三
号
、
第
八
条
第
五
項
（
第
十
一
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
条
第
五
項
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
研
究
開
発
シ

ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

麻
生

太
郎

内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発

等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
趣
旨
）



第
一
条

内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開

発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
し
て
は
、
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
外
国
人
を
任
用
で
き
な
い
職
等
の
範
囲
）

第
二
条

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
命
令
で
定
め
る
機
関
は
、
警
察
庁
科
学
警
察
研
究
所
附
属
鑑

定
所
及
び
警
察
庁
科
学
警
察
研
究
所
法
科
学
研
修
所
と
す
る
。

（
本
邦
法
人
又
は
外
国
法
人
等
の
範
囲
）

第
三
条

令
第
六
条
第
四
項
第
三
号
の
命
令
で
定
め
る
本
邦
法
人
又
は
外
国
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
本
邦
法
人
又
は

外
国
法
人
等
と
す
る
。

一

発
明
者
等
が
所
属
す
る
本
邦
法
人
又
は
外
国
法
人
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
の
総
数
等
」

と
い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
所
有
さ
れ
て
い
る
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
子
会
社
」
と
い
う
。
）



二

特
定
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
所
有
す
る
法
人
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
親
会
社
」
と
い
う
。
）

三

法
人
で
、
特
定
法
人
等
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
そ
の
株
式
又
は
出
資
の
数
又
は
額
と
、
当
該
特
定
法
人
等
に
係
る
特
定
子

会
社
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
そ
の
株
式
又
は
出
資
の
数
又
は
額
に
当
該
特
定
法
人
等
の
当
該
特
定
子
会
社
に
対
す
る
出
資
比

率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
株
式
又
は
出
資
の
数
又
は
額
と
を
合
計
し
た
株
式
又
は
出
資
の
数
又
は
額
の
当
該
法
人
の
発
行
済

株
式
の
総
数
等
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
も
の

四

法
人
で
、
そ
の
所
有
す
る
特
定
法
人
等
の
株
式
又
は
出
資
の
数
又
は
額
と
、
当
該
法
人
に
係
る
子
会
社
（
当
該
法
人
に

よ
り
発
行
済
株
式
の
総
数
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
所
有
さ
れ
て
い
る
会
社
を
い
う
。

）
の
所
有
す
る
当
該
特
定
法
人
等
の
株
式
又
は
出
資
の
数
又
は
額
に
当
該
法
人
の
当
該
子
会
社
に
対
す
る
出
資
比
率
を
乗

じ
て
計
算
し
た
株
式
又
は
出
資
の
数
又
は
額
と
を
合
計
し
た
株
式
又
は
出
資
の
数
又
は
額
の
当
該
特
定
法
人
等
の
発
行
済

株
式
の
総
数
等
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
も
の

五

特
定
親
会
社
に
よ
り
発
行
済
株
式
の
総
数
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
所
有
さ
れ
て
い

る
法
人



六

特
定
法
人
等
と
、
各
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
保
有
す
る
特
許
権
等
に
係
る
特
許
発
明
又
は
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
他

方
の
当
事
者
に
対
し
て
許
諾
す
る
義
務
を
定
め
た
契
約
を
締
結
し
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
、
令
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す

る
特
許
権
等
が
国
と
当
該
法
人
と
の
共
有
に
係
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
の
そ
の
特
許
発
明
若
し
く
は
登
録
実
用
新

案
の
実
施
に
つ
い
て
、
国
の
持
分
に
係
る
対
価
を
受
け
ず
、
若
し
く
は
時
価
よ
り
も
低
い
対
価
を
受
け
、
又
は
国
有
の
当

該
特
許
権
等
に
つ
い
て
、
当
該
法
人
に
対
し
、
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
無
償
と
し
、
若
し
く
は
そ
の
許
諾
の
対
価
を
時
価

よ
り
も
低
く
定
め
る
こ
と
が
、
国
際
共
同
研
究
の
円
滑
な
推
進
に
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
国
有
施
設
減
額
使
用
の
手
続
）

第
四
条

令
別
表
の
一
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
機
関
の
国
有
の
試
験
研
究
施
設
の
使
用
に
関
し
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
認
定
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
様
式
第
二
の
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
有
地
減
額
使
用
の
手
続
）



第
五
条

令
別
表
の
一
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
機
関
の
敷
地
内
に
整
備
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
使
用
に
関
し
令
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
の
認
定
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
を
、
内

閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
様
式
第
四
の
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
中
核
的
研
究
機
関
の
公
示
）

第
六
条

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
掲
載
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一

中
核
的
研
究
機
関
の
名
称

二

法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
の
分
野

（
令
別
表
の
一
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
機
関
が
中
核
的
研
究
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
国
有
施
設
の
減
額
使
用
の
手
続
）

第
七
条

令
別
表
の
一
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
機
関
が
中
核
的
研
究
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
中
核
的
研
究
機
関
の



国
有
の
試
験
研
究
施
設
の
使
用
に
関
し
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
の

認
定
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し

た
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
様
式
第
六
の
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
別
表
の
一
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
機
関
が
中
核
的
研
究
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
国
有
地
の
減
額
使
用
の
手
続
）

第
八
条

令
別
表
の
一
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
機
関
が
中
核
的
研
究
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
中
核
的
研
究
機
関
の

敷
地
内
に
整
備
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
使
用
に
関
し
令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
七
の
認
定
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し

た
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
様
式
第
八
の
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



（
内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
研
究
の
交
流
促
進
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
廃
止
）

２

内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係
る
研
究
の
交
流
促
進
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
は
、

廃
止
す
る
。



様式第１（第４条第１項関係）

認 定 申 請 書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

郵便番号

住 所

氏 名 法人又は団体にあっ

印ては、名称及び代表 ○

者の氏名

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す

る法律施行令第８条第１項の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 研究の概要及びその実施計画

２ １の研究が、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益

であることの説明

３ １の研究を行うに当たって使用する必要がある国有の試験研究施設

４ ３の試験研究施設を使用することにより得ようとする記録、資料その他の研究の結果

５ ３の試験研究施設を使用することにより得ようとする記録、資料その他の研究の結果の国への無

償提供を約すること。

６ １の研究を行う者が当該研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 上記２については、研究を行っている国の機関名を明らかにすること。



様式第２（第４条第２項関係）

認 定 書

番 号

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す

る法律施行令第８条第１項の規定に基づき、下記１の研究は、国が現に行っている研究と密接に関連

し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定する。

年 月 日

印内閣総理大臣 □

記

１ 研究の概要及び当該研究を行う者

２ １の研究を行うに当たって使用を認める国有の試験研究施設

３ ２の試験研究施設を使用する場合は、その結果得られる記録、資料その他の研究の結果を無償で

国に提供することを条件とすること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様式第３（第５条第１項関係）

認 定 申 請 書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

郵便番号

住 所

氏 名 法人又は団体にあっ

印ては、名称及び代表 ○

者の氏名

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す

る法律施行令第９条第１項の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 研究の概要及びその実施計画

２ 国の機関の名称及びその敷地内に整備する施設の概要

３ ２の施設の用に供するために使用又は収益の許可を受ける必要のある土地の位置及び面積

４ ２の施設において行おうとする研究の概要

５ ２の施設において行った研究の結果得た記録、資料その他の研究の結果の国への無償提供を約す

ること。

６ １の研究を行う国以外の者が当該研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 上記１については、研究の実施主体、実施期間、実施場所及び各研究実施主体がそれぞれ行う研究内容を

明らかにすること。



様式第４（第５条第２項関係）

認 定 書

番 号

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す

る法律施行令第９条第１項の規定に基づき、下記１の者は、下記２の機関と共同して行う下記１の研

究に必要な下記３の施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするも

のであることを認定する。

年 月 日

印内閣総理大臣 □

記

１ 研究の概要及び当該研究を行う国以外の者

２ 国の機関の名称及びその敷地内に整備する施設の概要

３ ２の施設を整備し、当該施設において研究を行う場合は、その結果得られる記録、資料その他の

研究の結果を無償で国に提供することを条件とすること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様式第５（第７条第１項関係）

認 定 申 請 書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

郵便番号

住 所

氏 名 法人又は団体にあっ

印ては、名称及び代表 ○

者の氏名

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す

る法律施行令第11条第１項の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 研究の概要及びその実施計画

２ １の研究が、中核的研究機関が現に行っている研究と関連することの説明

３ １の研究を行うに当たって使用する必要がある国有の試験研究施設

４ ３の試験研究施設を使用することにより得ようとする記録、資料その他の研究の結果又は研究の

成果

５ ３の試験研究施設を使用することにより得ようとする記録、資料その他の研究の結果の国への無

償提供又は研究の成果の国への報告を約すること。

６ １の研究を行う者が当該研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様式第６（第７条第２項関係）

認 定 書

番 号

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す

る法律施行令第11条第１項の規定に基づき、下記１の研究は、中核的研究機関が現に行っている研究

と関連すると認定する。

年 月 日

印内閣総理大臣 □

記

１ 研究の概要及び当該研究を行う者

２ １の研究を行うに当たって使用を認める国有の試験研究施設

３ ２の試験研究施設を使用する場合は、その結果得られる記録、資料その他の研究の結果を無償で

国に提供すること又は研究の成果を国に報告することを条件とすること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様式第７（第８条第１項関係）

認 定 申 請 書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

郵便番号

住 所

氏 名 法人又は団体にあっ

印ては、名称及び代表 ○

者の氏名

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す

る法律施行令第12条第１項の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 研究の概要及びその実施計画

２ 中核的研究機関の名称及びその敷地内に整備する施設の概要

３ ２の施設の用に供するために使用又は収益の許可を受ける必要のある土地の位置及び面積

４ ２の施設において行おうとする研究の概要

５ ２の施設において行った研究の結果得た記録、資料その他の研究の結果の国への無償提供又は研

究の成果の国への報告を約すること。

６ １の研究を行う国以外の者が当該研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明

７ １の研究が、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推

進に特に有益であるもの又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用するものである場合にあっ

ては、その旨の説明

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 上記１については、研究の実施主体、実施期間、実施場所及び各研究実施主体がそれぞれ行う研究内容を

明らかにすること。



様式第８（第８条第２項関係）

認 定 書

番 号

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す

る法律施行令第12条第１項の規定に基づき、下記１の者は、下記２の中核的研究機関と共同して行う

下記１の研究、下記２の中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効

率的推進に特に有益である下記１の研究又は下記２の中核的研究機関が行った研究の成果を活用する

下記１の研究に必要な下記２の施設を当該中核的研究機関の敷地内に整備し、当該施設においてその

研究を行おうとするものであることを認定する。

年 月 日

印内閣総理大臣 □

記

１ 研究の概要及び当該研究を行う国以外の者

２ 中核的研究機関の名称及びその敷地内に整備する施設の概要

３ ２の施設を整備し、当該施設において研究を行う場合は、その結果得られる記録、資料その他の

研究の結果を無償で国に提供すること又は研究の成果を国に報告することを条件とすること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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